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外
務
省
の
任
務
及
び

所
掌
事
務

平
成
八
年
、
橋
本
首
相
（
当
時
）
の

下
に
設
け
ら
れ
た
行
政
改
革
会
議
は
、

翌
年
十
二
月
の
「
最
終
報
告
」
に
お
い

て
、
再
編
後
の
各
省
庁
の
任
務
・
行
政

目
的
や
主
要
な
行
政
機
能
等
を
ま
と
め

て
い
ま
す
。

新
し
い
外
務
省
の
任
務
や
所
掌
事
務

は
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
九
十
四
号
）
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
「
最
終
報
告
」
及
び
こ

れ
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
中
央
省

庁
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
年
法
律
第

百
三
号
）
を
受
け
た
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。

（1）
任
務

外
務
省
の
任
務
は
、
外
務
省
設
置
法

に
お
い
て
「
平
和
で
安
全
な
国
際
社
会

の
維
持
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
主
体
的

か
つ
積
極
的
な
取
組
を
通
じ
て
良
好
な

国
際
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
並
び
に

調
和
あ
る
対
外
関
係
を
維
持
し
発
展
さ

せ
つ
つ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
国

及
び
日
本
国
民
の
利
益
の
増
進
を
図
る

こ
と
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
三

条
）。

（2）
所
掌
事
務

外
務
省
の
所
掌
事
務
は
、
外
務
省
設

置
法
第
四
条
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
条
第
一
号
は
、
ま
ず
、
日
本
国
の
安

全
保
障
、
対
外
経
済
関
係
、
経
済
協
力
、

文
化
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
国
際
交

流
そ
の
他
の
事
項
に
係
る
外
交
政
策
を

掲
げ
て
い
ま
す
。

第
二
号
以
下
の
各
号
は
、
そ
の
他
の

対
外
関
係
事
務
等
を
外
務
省
の
所
掌
と

し
て
定
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
従

来
の
外
務
省
の
所
掌
事
務
と
の
関
係
で

注
目
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、「
政
府
開
発
援
助
全
体
に

共
通
す
る
方
針
に
関
す
る
関
係
行
政
機

関
の
行
う
企
画
の
調
整
」「
政
府
開
発

援
助
の
う
ち
有
償
の
資
金
供
与
に
よ
る

協
力
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
行
う

企
画
及
び
立
案
の
調
整
」「
政
府
開
発

援
助
の
う
ち
技
術
協
力
に
関
す
る
関
係

行
政
機
関
の
行
う
企
画
及
び
立
案
の
調

整
」
を
外
務
省
が
行
う
こ
と
が
明
記
さ

れ
た
こ
と
で
す
（
第
二
十
四
号
〜
第
二

十
六
号
）。
こ
れ
は
、「
最
終
報
告
」
が
、

経
済
協
力
に
関
す
る
全
体
的
な
企
画
、

有
償
資
金
協
力
（
円
借
款
）
の
企
画
立

案
機
能
及
び
技
術
協
力
に
関
す
る
企
画

立
案
機
能
に
つ
い
て
は
、「
外
務
省
が

コ
ア
と
な
っ
て
総
合
調
整
を
行
う
」

と
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
た
も
の
で

す
。も

う
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
経
済
企
画

庁
が
行
っ
て
い
た
、
国
際
協
力
銀
行
の

海
外
経
済
協
力
業
務
（
円
借
款
業
務
）

に
係
る
監
督
が
、
外
務
省
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
で
す
（
注：

こ
れ
は
国
際
協
力

銀
行
法
の
改
正
に
よ
り
な
さ
れ
、
外
務
省

設
置
法
で
は
第
四
条
第
二
十
九
号
の
「
法

律
…
に
基
づ
き
外
務
省
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
務
」
で
読
む
こ
と
と
な
り
ま
す
）。
こ

の
結
果
、
円
借
款
事
業
と
技
術
協
力
・

開
発
調
査
な
ど
の
他
の
援
助
形
態
と
の

よ
り
円
滑
な
連
携
が
可
能
と
な
り
、
政

府
開
発
援
助
が
一
層
効
果
的
・
効
率
的

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
外
務
省
は
、
例
え
ば
次

に
掲
げ
る
よ
う
な
対
外
関
係
事
務
を
所

掌
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
従

来
か
ら
外
務
省
が
行
っ
て
き
た
重
要
な

事
務
で
あ
り
、
新
し
い
外
務
省
も
引
き

続
き
行
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

◯
日
本
国
政
府
を
代
表
し
て
行
う
外
国

政
府
と
の
交
渉
及
び
協
力
そ
の
他
外

国
に
関
す
る
政
務
の
処
理

◯
日
本
国
政
府
を
代
表
し
て
行
う
国
際

連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関
及
び
国
際

時の動き●2001.1

外
務
省
（M

in
is
try

o
f
F
o
re
ig
n
A
ffa
irs

）

新
府
省
の
紹
介



特集
中央省庁等改革

─53─

会
議
そ
の
他
国
際
協
調
の
枠
組
み

（
国
際
機
関
等
）
へ
の
参
加
並
び
に
国

際
機
関
等
と
の
協
力

◯
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
締
結
、

解
釈
及
び
実
施

◯
国
際
情
勢
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及

び
分
析
、
外
国
及
び
国
際
機
関
等
に

関
す
る
調
査

◯
日
本
国
民
の
海
外
に
お
け
る
法
律
上

又
は
経
済
上
の
利
益
そ
の
他
の
利
益

の
保
護
及
び
増
進

◯
海
外
に
お
け
る
邦
人
の
生
命
及
び
身

体
の
保
護
そ
の
他
の
安
全
　
等

外
務
省
の
組
織

一
大
臣
官
房
及
び
十
局
三
部
と
い
う

外
務
省
の
基
本
的
な
組
織
構
成
は
、
再

編
後
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

①
予
算
・
機
構
・
定
員
等
を
扱
い
、
省

全
体
の
総
合
調
整
を
行
う
大
臣
官
房
、

②
総
合
的
・
基
本
的
な
外
交
政
策
を
企

画
立
案
す
る
と
と
も
に
、
国
連
、
軍
備

管
理
・
軍
縮
、
原
子
力
及
び
科
学
等
を

扱
う
総
合
外
交
政
策
局
の
ほ
か
、
③
各

地
域
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
対
外
関

係
事
務
を
扱
う
地
域
局
五
局
（
ア
ジ
ア

大
洋
州
局
、
北
米
局
、
中
南
米
局
、
欧
州

局
、
中
東
ア
フ
リ
カ
局
）、
及
び
④
分
野

別
に
対
外
経
済
関
係
、
経
済
協
力
、
国

際
法
、
情
報
収
集
・
分
析
・
調
査
を
所

掌
す
る
機
能
局
四
局
（
経
済
局
、
経
済

協
力
局
、
条
約
局
、
国
際
情
報
局
）
が
置

か
れ
ま
す
。

大
臣
官
房
の
下
に
は
、
ａ
文
化
交
流

や
文
化
無
償
協
力
等
を
扱
う
文
化
交
流

部
と
ｂ
邦
人
保
護
や
旅
券
の
発
給
、
海

外
移
住
、
査
証
等
を
扱
う
領
事
移
住
部

が
、
ま
た
総
合
外
交
政
策
局
の
下
に
は

ｃ
国
連
の
行
財
政
、
人
権
、
人
道
（
難

民
）、
薬
物
、
地
球
環
境
な
ど
を
扱
う

国
際
社
会
協
力
部
が
置
か
れ
ま
す
。

や
や
細
か
く
、
従
来
の
外
務
省
の
組

織
と
の
主
な
相
違
点
を
ま
と
め
る
と
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
従
来
の
大
臣
官
房
国
際
報
道
課
を
廃

止
し
、
国
際
報
道
官
を
新
設
し
ま

す
。

②
「
地
域
に
関
す
る
よ
り
き
め
細
か
な

外
交
政
策
」（
中
央
省
庁
等
改
革
基
本

法
第
十
九
条
第
八
号
）
の
推
進
を
図

る
た
め
、
従
来
の
ア
ジ
ア
局
及
び
欧

亜
局
を
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
及
び
欧
州

局
に
改
編
し
、
大
洋
州
課
を
ア
ジ
ア

大
洋
州
局
に
置
く
と
と
も
に
、
欧
州

局
内
の
各
課
が
所
掌
す
る
国
を
見
直

し
ま
す
。

③
従
来
の
国
際
社
会
協
力
部
地
球
規
模

問
題
課
か
ら
人
口
及
び
薬
物
を
切
り

離
し
、
同
課
は
地
球
環
境
に
特
化
し

て
地
球
環
境
課
と
名
称
を
変
更
す
る

と
と
も
に
、
人
口
は
経
済
の
分
野
に

属
す
る
問
題
と
し
て
国
連
行
政
課

に
、
薬
物
は
社
会
の
分
野
に
係
る
事

項
と
し
て
人
権
人
道
課
（
旧
・
人

権
難
民
課
）
に
そ
れ
ぞ
れ
移
管
し
ま

す
。

④
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
の
名
称
を
中
東

ア
フ
リ
カ
局
に
変
更
し
ま
す
。

⑤
海
外
移
住
審
議
会
を
、
海
外
と
の
人

の
交
流
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査

審
議
す
る
海
外
交
流
審
議
会
に
改
組

し
ま
す
。

今
後
の
課
題

二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

世
界
は
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
ま

す
。例

え
ば
民
族
、
宗
教
等
に
起
因
す
る

地
域
的
紛
争
は
引
き
続
き
多
発
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
革
命
は
、
国
際

社
会
に
未
曾
有

み

ぞ

う

の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た

一
方
、
競
争
に
取
り
残
さ
れ
る
人
々

や
地
域
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
ま

す
。貧

困
、
地
球
環
境
問
題
、
感
染
症
、

国
際
組
織
犯
罪
、
テ
ロ
と
い
っ
た
個
人

の
生
存
、
尊
厳
、
生
活
に
係
る
問
題
の

重
要
性
も
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
日
本
は
国
際

社
会
の
主
要
な
一
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
役
割
と
責
任
を
果
た
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
外
務
省
は
、
米
国
と

の
関
係
を
基
軸
と
し
つ
つ
、
近
隣
諸
国

と
の
関
係
強
化
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

を
め
ぐ
る
地
域
協
力
の
推
進
、
国
連
を

は
じ
め
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
組
へ

の
積
極
的
な
参
画
な
ど
を
着
実
に
進
め

て
い
く
方
針
で
す
。

ま
た
、
開
発
途
上
国
の
持
続
的
な
開

発
の
た
め
に
政
府
開
発
援
助
を
我
が
国

の
重
要
な
外
交
手
段
と
し
て
効
果
的
に

実
施
し
て
い
く
と
と
も
に
、
軍
縮
、
不

拡
散
の
問
題
へ
の
取
組
を
強
化
し
、
さ

ら
に
重
要
性
を
ま
す
ま
す
増
し
て
い
る

Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
な
ど
の
市
民

社
会
と
の
建
設
的
な
協
力
関
係
の
構
築

に
も
努
め
て
い
き
ま
す
。

（
外
務
省
）
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